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　水稲病害虫防除を目的に、下記のとおり水田農
薬空中散布を実施します。
　実施にあたっては十分注意して行いますので、
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
○事業実施主体　常陸大宮市水田防除協議会
○対象地区　　　市内全域
○対象病害虫　　カメムシ類、いもち病、紋枯病
○使用薬剤　　　アミスタートレボンＳＥ
　　　　　　　　（殺虫殺菌剤）
○実施方法　　　ラジコンヘリコプター
○実施時間　　　5:00頃～11:00頃まで

※気象条件等により、順延または一部変更にな
る場合があります。

○実施日

○散布にあたってのお願い
①散布中及び散布直後は、散布区域にできるだ

け近寄らないでください。
②身体または自動車等に薬剤がかかった場合

は、速やかに洗い流してください。
③散布区域周辺での洗濯物については、散布終

了後に干してください。

蚊の発生源対策をしましょう

　 　　 農林振興課農業畜産G ☎52-1111 内線206問 本庁

　 大宮警察署交通課　☎52-0110問

平成29年度中山間地域等直接支払交付金
が23集落協定に交付されました

自動車のカーテン・サンシェード等の
交通違反について

　　　　　 健康推進課母子保健G　☎54-7121問 かがやき

　蚊が発生する季節になりました。蚊は、デング
熱やジカ熱などの感染症を媒介する恐れがありま
す。蚊が媒介する感染症を予防するためには「蚊
をできるだけ発生させない」「蚊に刺されない」
ことが重要です。
　蚊は、バケツや空き缶に溜まった雨水など、小
さな水たまりを好んで卵を産みつけます。蚊を発
生させないために、住まいの周辺に小さな水たま
りを作らないようにしましょう。
　また、やぶなどの蚊が多い場所に行くときは、
肌を露出せず、虫除けスプレーを使用するなど、
蚊に刺されないように注意しましょう。

○認定している集落協定の概要
　集落協定数・・・・23集落協定
　交付対象面積・・・901,985㎡
　交付金額・・・・・6,470,344円
○対象農用地
　・農業振興地域内で面積の合計が1ha以上の農用地
　・傾斜のある農用地（田で1/100以上、畑で8度以上）
○対象者

　集落協定を締結し、5年間農業生産活動等を
継続する農業者等

○10aあたりの交付金
　300～21,000円
○交付金の使用方法

　交付金は、制度に取り組む集落協定の取り決
めによって、共同活動や個人配分に使えます。

　自動車のフロントガラス、運転席・助手席窓ガ
ラスに「カーテンやサンシェード（日除け）等」を取
り付けて走行するのは道路交通法違反です。
　運転者の視界が妨げられるため、思わぬ交通事
故につながるおそれがあります。
　運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けない
でください。安全確認をしっかりして、交通事故
のないように安全運転をお願いします。
〇違反内容
　道路交通法第55条第2項（乗車積載方法違反）
　違反点数　1点
　反則金　　7,000円　大型車・中型車・準中型車
　　　　　　6,000円　普通車

水田農薬空中散布の実施について

【大宮地区】
実施日 実施地区

8/1（水）岩崎・上大賀・小祝・鷹巣・東野・照田・辰ノ口・
塩原・小倉・富岡・石沢・上村田・下村田

8/2（木）
高渡町・宇留野・根本・泉・上岩瀬・下岩瀬・
鷹巣・八田・若林・北塩子・西塩子・小野・
三美・小場

【山方地区】
実施日 実施地区
8/6(月) 山方・小貫・照田・長田・長沢
8/7(火) 山方・野上・舟生・盛金・西野内・諸沢・小貫
【美和地区】

実施日 実施地区
8/7(火) 美和地区全域
【緒川地区】

実施日 実施地区
8/6(月) 那賀・下小瀬・国長・上小瀬・大岩・小舟

8/7(火) 上小瀬・油河内・松之草・小玉・小瀬沢・
吉丸・入本郷・千田

【御前山地区】
実施日 実施地区
8/3(金) 御前山地区全域

　 　　 農林振興課農業畜産G ☎52-1111 内線207
　 JA常陸　大宮営農経済センター ☎52-4510
　 JA常陸　山方支店　　☎57-2116
　 JA常陸　美和支店　　☎58-2231
　 JA常陸　緒川支店　　☎56-2511
　 JA常陸　御前山支店　☎55-2141

問 本庁


